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年俸制の拡大（人事給与マネジメント改革の推進）
○ 国立大学教員への年俸制(※)完全導入を目指し、新規採用教員は原則年俸制、シニア教員にも導入促進

（※）厳格な業績評価、在職期間の長期化により処遇が有利にならないもの（退職手当の前払いを伴わない）
○ 若手教員の研究意欲の向上、能力を開発・発揮できる環境整備。
○ 国立大学運営費交付金の配分に各大学の人事給与マネジメント改革の進捗を反映。

p 人事が固定化し、シニア教員が増加
p 若手教員の減少36.8％→ 24.5％

36.8%

24.5%19.0%

26.4%

10%

20%

30%

40%

・～39歳
（若手）

・55歳～
（シニア）

【現状】

（年）

基本給

業績給

基本給

業績給

基本給

賞与

基本給を見直し、
業績給の財源に

プラス評価
業績給＋

職務給 職務給

マイナス評価
業績給▲

業績評価に
メリハリ

★厳格な業績評価に基づく年俸制の導入
（イメージ）

第３期中期計画期間中に、
・機能強化再配分（これまで
毎年約100億円）
・学長裁量経費（約400億円）
の評価に各大学の人事給与
マネジメント改革の進捗等を反映。

★大学の人事給与改革進捗
に応じ運営費交付金を配分

シニア教員については、例えば、
Ø 退職手当の在り方の見直し
Ø 任期制の導入
Ø 国家公務員の定年の引き上げ
に関する検討動向等を反映した
給与水準の見直し 等

★在職期間の長期化により
当然に処遇が有利に
ならない仕組みの整備

。
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Ø 国立大学の新規採用教員は原則導入、在職シニア教員への導入についても大
胆に加速を図る。 (参考)学校教員統計調査(2016年)：国立大学の採用教員数4,438人

１

p 年俸制の完全導入により、
Ø 人材流動性向上
Ø 若手研究者の活躍機会創出
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国立大学における民間資金獲得等のための仕組みの導入

大学の研究費の企業負担割合
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国立大学の国内企業からの研究費

2011 2012  2013  2014  2015  2016 

（万件）

出典：OECD 「Science, Technology and Patents / Gross domestic 
expenditure on R&D by sector of performance and source of funds」

出典：文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」
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新たな仕組みの導入により、自立的な経営を促進
民間資金
の獲得増

民間資金の獲得等

併せて、多様な民間資金獲得方策を推進
✔ 国立大学が企業と共同研究を行う際の間接経費の拡大

✔ 民間資金獲得に向けた規制緩和 など

○ 国立の研究大学を中心に、民間資金の獲得等を促進する仕組みを導入。

改革

（抜粋）「統合イノベーション戦略（案）」
＜民間資金獲得等のための仕組みの導入＞
・研究大学を中心とした国立大学に対し、民間資金の獲得等に応じ、評価を通じた運営費交付金の
配分のメリハリ付け※等によるインセンティブの仕組みについて2018年中に検討し、早急に試行的導入

※運営費交付金の重点支援評価の中に、外部資金獲得状況も共通指標化し、配分に反映することを検討

大学

２



若手の活躍促進（競争的研究費の若手への重点化等）

*1 ここでの「主体的に研究できる若手」は、科学研究費助成事業（科研費）等の若手採択者

○ 競争的研究費全体について若手支援に重点化しつつ、競争的研究費の使い勝手の改善等により、若手研究者に
よる新興・融合領域の開拓に資する挑戦的な研究を促進。

同程度

【2017年度】 【目指す姿（2023年度）】【2012年度】

主体的に
研究できる
若手

約2万人

若手（40歳未満）
6万人 6万人

・科研費において、若手研究者
を中心とした種目へ重点化
等。

重点化
*1

*2

*2 例えば、ＫＰＩとして、「科研費における採択件数に占める若手研究者の比率が、応募者に占める若手研究者の比率を10ポイント
以上上回る。」を設定し、このＫＰＩを達成すべく、大型種目から若手研究者を中心とした種目への重点化等を図る。

・競争的研究費で雇用される若手等
がプロジェクト以外の研究を行うことを
可能とする場合の要件等を整理

運用改善約2万人

6万人

若手の
挑戦
機会の
拡大
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